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学校施設開放における感染症対策の徹底について（通知） 

 

 

  

学校施設の開放につきましては、1月 21日（金）からまん延防止等重点措置解除までの

間、感染症対策を徹底した上で開放しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、下記についてご留意いただきますようお願いいたします。 

なお、各学校により開放状況が異なる場合がありますが、ご了承ください。 

 

 

                  記 

 

 

１ 大会・対外試合・合同練習等の実施は、控えてください。 

２ 体育館等屋内施設における活動は、特に感染症対策を徹底してください。 

３ 利用中の大きな声での会話、応援等を控えてください。 

 

 

 

 

 

 

 担当：教育総務部副参事（教育地域力担当）丹野  

教育総務課教育地域力推進担当 杉原 小林 森川                                   

電話：５７４４－１４４５ 

 

 


